
 

 

 

 
 

 

【その他】 

・代表会からの連絡事項について P.1 

・マイナ救急、♯７１１９及び映像通報１１９について P.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年２月２５日開催 

中央区協議会 

（中地域分科会） 

令和７年度 第１１回中央区協議会

（中地域分科会） 

会議資料① 



 



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名  令和８年度の中央区協議会の審議案件の棲み分けについて 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

 

市からの諮問、協議、報告事項について、浜松市区及び区

協議会の設置等に関する条例第 20 条の規定により、代表会

は、必要があると認める事項について、地域分科会に付託し、

審議させることができる。 

 

【参考】 

区協議会マニュアル（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象の区協議会 中央区協議会（中央区代表会） 

内  容 

 

令和８年度中央区協議会で審議する案件のうち、代表会か

ら地域分科会へ付託する案件について、諮るもの。 

 

 

 

 

 

 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

－ 

担当課 中央区区振興課 

 

協議－ア 

第４章  区協議会への諮問等 

２ 年間スケジュール 

（１）代表会 

・定例的に地域分科会に付託する案件は前年度末等 

にあらかじめ代表会で地域分科会に付託すること 

を諮ってください。 
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(1)代表会からの連絡事項について
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  令和８年度の中央区協議会の審議案件の棲み分けについて 

中央区・区振興課 

 

１ 概要 

・ 市からの諮問、協議、報告事項について、代表会で審議するか、各地域分科会（中・東・西・

南）へ付託するか調整が必要。 

・ 定例的に地域分科会に付託する案件について、あらかじめ定めるもの。 

 

２ 審議案件の棲み分けについて 

 （１）代表会 

中央区域全体に関する事項を議論 

A【諮問事項】公の施設の設置又は廃止など 

B【協議事項】条例や計画のパブリック・コメントなど 

 （区協議会から説明を求められた場合については、代表会又は地域分科会のいずれか 

一方となることから、案件ごとに各地域分科会の意見を踏まえ、代表会で最終決定） 

C【報告事項】区政運営方針への提案、報告 

D【報告事項】中央区協議会からの意見・要望付き答申への対応状況など 

※必要があると認める事項について、地域分科会へ付託することができる。 

 

（２）地域分科会へ付託 

各地域に関する事項を議論 

E  地域課題の議論 

（地区コミュニティ協議会や地域分科会の委員から寄せられた地域課題など） 

F【諮問事項】中央区役所の予算編成（所掌区域のみ）の諮問、答申、結果  

G【協議事項】地域力向上事業（助成事業）の提案（※）、事後評価 

（※）「少額及び地区コミュニティ協議会への助成事業」を除く 

H【報告事項】地域力向上事業(少額及び地区コミュニティ協議会への助成事業)の提案 

I【報告事項】地域力向上事業（協働センター等を核とした地域課題解決事業）の提案 

J 代表会からの付託案件 
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 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   □協議事項   ■報告事項 

件  名 令和 8 年度区政運営方針の基本方針について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

○背景 

区民の皆様とともに地域の課題を解決し、市民サービスの

向上や暮らしやすい地域づくりを進めるために、区長が区政

運営に当たっての基本的な方針、区の取組課題等を区政運営

方針として毎年度公表している。 

令和 8年度の区政運営における基本方針について、中央区

代表会及び各地域分科会で協議を行った。 

対象の区協議会 中央区協議会（代表会） 

内  容 

中央区代表会及び各地域分科会では、令和 8年度も令和 7

年度区政運営方針の基本方針を継続することについて異議

がなかったため、以下のとおり決定したことを報告するも

の。 

 

 ＜令和 8年度中央区区政運営方針 基本方針＞ 

 ①地域の多彩な特色を活かし、 

  にぎわいと豊かな文化を育む魅力あるまちづくり 

 ②安全・安心に暮らせるまちづくり 

 ③共生のこころで支え合い、やさしさあふれるまちづくり 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

○今後の主な予定 

令和 8年 3月   令和 8年度事業を掲載した区政運営方針(案) 

         について分科会で協議 

令和 8年 5月   令和 8年度中央区区政運営方針を代表会及び 

分科会で報告、公表 

担当課 中央区区振興課 

 

報告－ア 
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(1)代表会からの連絡事項について
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 第９号様式 

    区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   □協議事項   ■報告事項 

件  名 追加分のパブリック・コメント(パブコメ)の取扱い結果について 

 

 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

・５月代表会、10 月代表会において、令和７年度に実施する 

パブコメ案件（６件）の取扱い結果を報告済。 

 

・令和７年度の区協議会におけるパブコメに関する運用は次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象の区協議会 中央区協議会（中央区代表会） 

内  容 

・新たに追加されたパブコメ案件（１件）について、各地域分科会の 

意向を確認したため、その取扱い結果を報告するもの。 

＜追加のパブコメ案件の概要＞ 

 

 

＜スケジュール＞ 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備 考 
（答申・協議結果を得たい時

期、今後の予定など） 

            ― 

担当課 中央区区振興課 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 

パブコメの運用区分 

①原則として、概要版の配付による情報提供を行う。 

ただし、以下②、③の場合は区協議会での説明を行う。 

②パブコメ実施課の判断によって意見を聴取する必要がある場合。 

③区協議会から求められた場合。（ただし、説明は代表会又は地域

分科会のどちらか一方） 

報告－イ 

２月代表会： 

別紙１「フローチャート」により整理することを決定。 

５月代表会：４月までに各地域分科会で意向確認した 

パブコメ案件（５件）の取扱い結果を報告。 

別紙２「一覧表」のとおり。 

10 月代表会：各地域分科会で意向確認した追加分のパブ 

コメ案件（１件）の取扱い結果を報告。 

別紙２「一覧表」のとおり。 

Ｒ８.２月代表会：各地域分科会で意向確認した追加分の 

パブコメ案件（１件）の取扱い結果を報告。 

別紙２「一覧表」のとおり。 

・実施担当課：予防課 

・件名：浜松市火災予防条例の一部改正（案） 
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(1)代表会からの連絡事項について
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中
央
区
協
議
会
 
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
案
件
を
取
扱
う
会
議
一
覧
表

中
央

区
・

区
振

興
課

別
紙

２

中
東

西
南

中
東

西
南

1
浜

松
市

生
涯

学
習

推
進

大
綱

（
案

）
分

科
会

分
科

会
分

科
会

分
科

会
→

分
科

会
分

科
会

分
科

会
分

科
会

2
浜

松
市

中
心

市
街

地
活

性
化

ビ
ジ

ョ
ン

（
案

）
分

科
会

分
科

会
分

科
会

分
科

会
→

分
科

会
分

科
会

分
科

会
分

科
会

3
浜

松
市

防
災

都
市

づ
く

り
計

画
（

案
）

分
科

会
分

科
会

分
科

会
分

科
会
→

分
科

会
分

科
会

分
科

会
分

科
会

4
浜

松
市

土
地

利
用

方
針

（
案

）
分

科
会

分
科

会
分

科
会

分
科

会
→

分
科

会
分

科
会

分
科

会
分

科
会

5
浜

松
市

地
球

温
暖

化
対

策
実

行
計

画
（

区
域

施
策

編
）

（
案

）
資
料
配
付

分
科

会
分

科
会

資
料
配
付
→

資
料
配
付

分
科

会
分

科
会

資
料
配
付

6
浜

松
市

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

対
策

行
動

計
画

（
案

）
分

科
会

分
科

会
分

科
会

資
料
配
付
→

分
科

会
分

科
会

分
科

会
資
料
配
付

7
浜

松
市

火
災

予
防

条
例

の
一

部
改

正
（

案
）

資
料
配
付
資
料
配
付
資
料
配
付
資
料
配
付
→

資
料
配
付
資
料
配
付
資
料
配
付
資
料
配
付

代
表
会

・
・

・
代

表
会

で
審

議

分
科

会
・

・
・

分
科

会
で

審
議

資
料
配
付

・
・

・
説

明
な

し
・

概
要

版
配

付
の

み

 
 N

o.
 

件
名

地
域
分
科
会
の
意
向
結
果

フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
に
よ
る
決
定

≪
フ

ロ
ー

チ
ャ

ー
ト

に
よ

る
取

扱
い

区
分
≫

【
取

扱
い

項
目

が
全

会
一

致
の

場
合

】

指
定

の
取

扱
い

項
目

と
す

る
。

【
取

扱
い

項
目

が
混

在
す

る
場

合
】

①
最

も
多

い
項

目
を

、
取

扱
い

項
目

と
す

る
。

②
同

数
の

場
合

は
、

よ
り

き
め

細
か

な
対

応
の

取
扱

い
項

目
と

す
る

。

・
項

目
が

「
代

表
会

」
と

「
分

科
会

」
が

混
在

し
た

場
合

は
、

「
分

科
会

」
と

す
る

。

・
項

目
が

「
代

表
会

」
と

「
資

料
配

付
」

が
混

在
し

た
場

合
は

、
「

代
表

会
」

と
す

る
。

③
項

目
が

「
分

科
会

」
と

「
資

料
配

付
」

が
混

在
し

た
場

合
は

、
各

地
域

分
科

会
の

意
向

を
尊

重
す

る
。

< 9 >R
7
.
1
2
追
加



 

< 10 >



（東地域分科会）地域課題に係る報告（令和８年２月） 

件名 
自治会と民間事業者等との災害協定の締結状況

について 
開催月 令和７年８月 

内容 

〇背景又は取り上げた理由 

各自治会等が地元の企業や団体と締結する災害協定は、その締結状況について共

有することで委員の関心を高め、好事例の横展開が可能になると考えたため。 

○内容 

１月に開催した東地域分科会の「地域課題」の時間において、下記のとおり地域

防災委員会から活動報告及び情報発信があった。 

・令和７年 12 月 16 日に開催した第３回地域防災委員会にて、東地域内自治会等が

締結している災害協定の内容について、別紙「東地域災害協定一覧（以下、「一

覧」）」を作成した。 

・災害協定の締結の事例を紹介することにより、締結に係るハードルが下がると思

われる。 

所管課 東行政センター 

質問 

・ 

意見 

・ 

回答 

委員からの主な質問・意見等 回答 

一覧に記載されていない災害協定につ

いて情報があれば共有していただきたい。

随時一覧を更新していきたい。 

（意見） 

 

地域課題－東 
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(1)代表会からの連絡事項について
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協
定
の

種
類

対
象
（
自
治
会
等
）

締
結
先
企
業
・
団
体

協
定
内
容

協
定
書
の
有
無

締
結
日

笠
井
新
田
町

（
若
草
団
地
一
部
住
民
）

静
岡
県
温
室
農
協
浜
松
支
所

風
水
害
時
の
一
時
避
難
場
所
と
し
て
の
使
用
（
車
両
）

不
明

ー

北
島
町
自
治
会

イ
オ
ン
モ
ー
ル
浜
松
市
野

風
水
害
時
の
一
時
避
難
場
所
と
し
て
の
使
用
（
車
両
）

無
ー

北
島
町
自
治
会

コ
ス
ト
コ
ホ
ー
ル
セ
ー
ル

風
水
害
時
の
一
時
避
難
場
所
と
し
て
の
使
用
（
車
両
）

無
ー

北
島
町
自
治
会

エ
デ
ィ
オ
ン
和
田
店

風
水
害
時
の
一
時
避
難
場
所
と
し
て
の
使
用
（
車
両
）

無
ー

龍
光
町
自
治
会

鈴
与
建
設
㈱
浜
松
支
店

風
水
害
時
の
一
時
避
難
場
所
と
し
て
の
使
用
（
車
両
）

無
ー

龍
光
町
自
治
会

鈴
与
オ
ー
ト
テ
ッ
ク
サ
ー
ビ
ス
㈱

風
水
害
時
の
一
時
避
難
場
所
と
し
て
の
使
用
（
車
両
）

無
ー

長
上
自
治
会
連
合
会

野
村
不
動
産
ラ
イ
フ
＆
ス
ポ
ー
ツ
㈱

メ
ガ
ロ
ス
浜
松
市
野

風
水
害
時
の
一
時
避
難
場
所
と
し
て
の
使
用
（
車
両
）

有
令
和
7
年
3
月
7
日

北
島
町
自
治
会

創
価
学
会
浜
松
平
和
会
館
事
務
所

大
規
模
地
震
時
の
一
時
避
難
所
と
し
て
の
使
用
（
住
民
）

有
令
和
元
年
5
月
3
0
日

長
上
自
治
会
連
合
会

野
村
不
動
産
ラ
イ
フ
＆
ス
ポ
ー
ツ
㈱

メ
ガ
ロ
ス
浜
松
市
野

大
規
模
地
震
ま
た
は
風
水
害
時
の
一
時
避
難
所
と
し
て
の
使
用
（
住
民
）

有
令
和
7
年
3
月
7
日

和
田
町
自
治
会

㈱
杏
林
堂
薬
局
和
田
店

大
規
模
地
震
ま
た
は
風
水
害
時
の
一
時
避
難
所
と
し
て
の
使
用
（
住
民
）

有
令
和
元
年
1
2
月
6
日

植
松
町
自
治
会

（
一
社
）
中
部
地
域
づ
く
り
協
会
浜
松
支
所

大
規
模
地
震
ま
た
は
風
水
害
時
の
一
時
避
難
所
と
し
て
の
使
用
（
住
民
）

有
平
成
2
7
年
7
月
1
日

薬
師
町
自
治
会

静
岡
県
西
部
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
協
同
組
合

災
害
時
の
井
戸
水
提
供

不
明

ー

長
上
自
治
会
連
合
会

特
定
非
営
利
法
人
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
ネ
ッ
ト

災
害
時
の
食
料
提
供

不
明

ー

東
地
域
災
害
協
定
一
覧

※
一

覧
に

掲
載

の
企

業
へ

の
協

力
要

請
は

、
対

象
自

治
会

へ
確

認
を

し
た

後
に

行
っ

て
く

だ
さ

い
。

※
地

域
防

災
委

員
会

で
は

個
別

交
渉

を
行

い
ま

せ
ん

。

※
協

定
の

詳
細

に
つ

い
て

は
対

象
の

自
治

会
へ

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。

車
両
の

一
時
避

難
場
所

住
民
の

一
時
避

難
場
所

物
資
等

の
援
助
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別
紙
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（西地域分科会）地域課題に係る報告（令和８年２月） 

件名 道路沿いの雑草対応について 開催月 令和８年１月 

内容 

〇背景 

・雄踏地区に限らず、雑草が道路上にはみ出したり、歩道を覆ったりして、車両

の走行や歩行の妨げになっている。 

・特に道路上まではみ出している雑草を避けようと車両がセンターラインをオー

バーし、対向車と追突事故を起こしかねない。 

・行政でも手入れしているが、雑草の成長が早く、常時快適な状況にはなってい

ない。刈り取り後は見通しが良くなり、運転時に安心感が高まる。 

〇他の委員に聞きたいこと 

 道路上にはみ出した雑草について、駆除活動を実施するなど地域で対応している

場合は、その対策等を教えてほしい。 

〇行政からの情報提供 

 別紙のとおり 

〇内容 

 委員同士で情報交換や意見交換などを行った。 

 

所管課 中央土木整備事務所（西） 等 

質問 

・ 

意見 

・ 

回答 

委員からの主な質問・意見等 回答 

１ 県が管理する道路はどの窓口になる

のか。 

１ 政令指定都市移行後、県が管理する道

路は西地域にはない。 

２ 道路にはみ出ている木の所有者に対

して、法律に抵触しているという指導は

しているか。 

２ 文書で通知している。 

 

地域課題－西 
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(1)代表会からの連絡事項について
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地域課題（「道路沿いの雑草対応について」）情報提供 

 

１ 個人所有の土地における雑草駆除の指導について 

市民から雑草駆除の要望があった場合は、現地確認を行った上で、土地の所有者

を調査し、土地の所有者に口頭・文書にて対応を依頼している。 

なお、除草や越境樹木など土地の適正管理については、次の通り啓発活動を継続

的に実施している。 

・道路へはみ出している草や木の適正管理のお願いを「浜松市公式ホームペー

ジ」に掲載している。 

・除草を含めた農地の適正管理については、農業委員会が、「広報はままつ」や

「農業委員会だより」、「浜松市ホームページ」、「いっせい草刈り旬間（年２

回）」を通じての啓発活動を実施している。 

 

２ 雑草対応の窓口（西地域）   

 雑草の生育場所 窓口 問い合わせ先 

（１） 浜松市が管理する道路 中央土木事務所（西） 053-597-1129 

（２） 浜松市が管理する河川 中央土木事務所（西） 053-597-1129 

（３） 静岡県が管理する河川 （静岡県）浜松土木事務所 053-458-7261 

（４） 国道１号 （国）浜松河川国道事務所 053-466-0111 

（５） 農地 

農地利用課（農業委員会） 

≪道路越境で交通支障時≫ 

中央土木事務所（西） 

053-457-2481 

 

053-597-1129 

（６） 空き地など 

西行政センター（地域振興） 

≪道路越境で交通支障時≫ 

中央土木事務所（西） 

053-597-1112 

 

053-597-1129 

浜松市公式ＬＩＮＥ「通報サービス いっちゃお！」を通じても樹木や雑草に関

する通報を受付している。 

【参考】令和６年度における「街路樹等」に係る通報件数：237 件 

 

３ 除草の実施頻度について 

（１）道路及び街路樹帯の除草について 

・主要道路は、年２回（初夏から秋頃）、委託により実施している。 

・他路線については、自治会や市民からの要望に基づき、随時、対応している。 

（２）河川の除草について 

 ・主要な河川は、年１回（９月頃から）、実施している。 

 ・他排水路などは、自治会や市民からの要望に基づき、随時、対応している。 
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（南地域分科会）地域課題に係る報告（令和８年２月） 

件名 地域の高齢化による交通問題について 開催月 令和８年１月 

内容 

〇背景 

 高齢者の運転免許証返納後は、通院や買い物等の活動すべてが止まってしまうな

どの課題がある。 

〇内容 

地域の高齢化とともに、交通移動手段の確保が難しい現状を踏まえ、意見交換会

を行った。 

所管課  南行政センター 

質問 

・ 

意見 

・ 

回答 

委員からの主な質問・意見等 回答 

不便さを解消するための地域の取り組

み（サポート体制）について教えていた

だきたい。 

  

・シニアサロン等の地域の集まりや近隣

で相談し合い、問題を共有する。 

・安定している三輪車を利用する。 

・移動スーパーや宅配サービスを利用す

る。 

・送迎バスを出す病院があると聞いたこ

とがあるため確認してみると良い。 

・家族の支援があると良い。 

・地域のシニアサロン等で横の繋がりを

強くする。 

・車の乗り合いにより、地域行事等へ参

加するなど、お互いに協力し合う体制を

作る。 

・コミュニティバスや乗り合い運行等が

あると良い。 

・スクールバスの空き時間を活用した福

祉バスの生活支援事業など、他市町村の

取り組みを参考にし、地域と浜松市の力

を借りて地域の高齢化による交通問題を

良くしたい。 

 

 

地域課題－南 
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(1)代表会からの連絡事項について
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X (二次元コード)YouTube(二次元コード)

< 29 >

浜松市中消防署　　　　☎　475-7561
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